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１ 消防用設備等の課題への対応 

～ 特殊消火設備の設置基準等に係る検討 ～ 



背 景   

検討内容   

 近年、新技術を用いた特殊消火設備が開発され、消防法第17条第３項に基づく特殊消防用設備等として大臣認定を受けている。また、泡消火薬剤に含
有しているフッ素化合物が環境面から国際的に規制され、今後、国内においても製造・輸出入・使用等が制限される可能性がある。 

 
（消防法第17条第３項における特殊消防用設備等の認定） 

 
  

 自走式駐車場に設置されている泡消火設備に代えて設置する特殊消
防用設備等であり、泡消火薬剤を使用せず、水を噴霧状に放出して燃
焼物を覆うことで、冷却効果と窒息作用により消火するもの。 
（認定実績：７件） 

 
  

 機械式駐車場、電気室や通信機器室に設置されている窒素ガスを放
出する不活性ガス消火設備に代えて設置する特殊消防用設備等であり、
放出時間を１分から２分とすることにより、放出時の圧力を抑え、配管や
避圧措置のコストの削減が期待できるもの。 
（認定実績：６件） 

・自走式駐車場に設置されている泡消火設備・水噴霧消火設備 
・機械式駐車場、電気設備が設置されている部分、通信機器室に設置されている不活性ガス消火設備 
 （窒素ガスを放出するもの） 
これらの消火設備について、求められる性能を整理した上で、新たな設置基準等を検討。 

 
（ストックホルム条約を踏まえた化審法※規制）  
 

＜平成21年～平成22年＞ 
 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に
おいて、泡消火薬剤の一部の製品に使用されているPFOS又はその
塩を規制の対象物質に指定。これを受け、国内では化審法において
第一種特定化学物質として指定され、製造・輸入が事実上禁止。ま
た、点検や訓練時の回収等の取扱いも規制。 
 →消防法令では、泡消火設備の点検基準の改正を実施。 

＜最近の動き＞ 
 平成31年５月のＣＯＰ９（POPs条約の締約国会合）におい
て、泡消火薬剤の一部の製品に使用されているPFOAとその塩及び
PFOA関連物質を規制の対象物質に指定。これを受け、国内におけ
る法規制等が行われる見込み。 
 今後、泡消火薬剤に使用されている他のフッ素化合物を含有する
物質についても規制が拡大していく可能性あり。 

※化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

ρ Ḩ ͜  
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 設備の構成はスプリンクラー設備と同様
であるが、より高い放水圧力と放水量で
最適な散水パターンを得られるヘッドを開
発することで、効果的に火災抑制効果を
得られるように工夫をしている。また、泡消
火薬剤を使用しないため環境にやさしく、
維持管理が容易となる。 

  
 通信機器室や電気室、機械式駐車場に多く設置されている窒素を放
出する不活性ガス消火設備は、酸素濃度を低下させ窒息効果を利用
した消火設備である。 窒素の放出時間は、必要消火剤量の９０％
以上の量を１分以内に放出することが定められているほか、放出時に室
内が高圧になるため避圧口を必要とする。 
 このシステムは窒素の放出時間を２分に延長したとしても、防護区画
を耐火構造の壁等で区画すること等により防火安全性を高めるなどの工
夫をしている。 

 

 
①火災抑制性能比較実験 
②隣接車両への延焼防止性能確認 
③機械駐車における延焼防止性能確認実験 
④高天井部分における延焼防止性能確認実験 

放水開始   火災抑制状況  

 車両火災モデルにおける各種実験の結果、個々の防火対象物
において泡消火設備や水噴霧消火設備と同等以上の性能を有
することが確認された。 

設備構成 

 
 普通火災、油火災、電気火災を想定した性能確認実験において、
次の項目の性能を検証した。 
  ①消火時間  ②区画内温度  ③燃焼生成物（一酸化炭
素） 

ᴲⱲḧ Ỹᵊ ᴛ   

͍  ͎  ͍  ͎  ͍  ͎  

ᴲ← 25  43  68̆ 68̆ 20ppm 25ppm 

ᴲ← 56  94  31̆ 40̆ 21ppm 17ppm 

ṓᴲ← 39  62  47̆ 47̆ 290pp
m 

302pp
m 

 放出時間が２分に延長されたことにより、消火までの時間が長く
なるが、個々の防火対象物において通常の放出時間で消火した
場合と同等の消火性能を有することが確認された。 

ρ ͜ 17 Ḩ Ẏ ὑ˗  ͈
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一 道路の幅員又は車両の駐車位置を考慮して防護対象物を噴霧ヘッドから放射する水噴霧により有効に包含し、かつ、車両の周囲の床面の火 
 災を有効に消火することができるように設けること。 
二 床面積１㎡につき20Ｌ/min の水量を標準放射量で放射することができるように設けること。 
 ※標準放射量とは、設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧の量（消防法施行規則第32条） 

 駐車の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 
一 車両が駐車する場所には、排水溝に向かって2/100 以上の勾配をつけること。 
二 車両が駐車する場所には、車路に接する部分を除き、高さ10ｃｍ以上の区画境界堤を設けること。 
三 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。 
四 車路の中央又は両側には、排水溝を設けること。 
五 排水溝は、長さ40ｍ以内ごとに１個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。 
六 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。 

ἲ ể 20L/min  
  ṕ Ṗ  Ḳ 3.7L/min ṕ Ṗ 
           Ḳ 5.9L/min ṕ  r2.6 Ṗ 7.6L/min ṕ  r2.3 Ṗ 

ἲ 1/100 2/100  

二 
 ハ フォームヘッドの放射量は、次の表の左欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種別に応じ、同表右欄に 
  掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。 
 
 
 
 
 
 
 

   

道路の用に供される部分、自動車の
修理若しくは道路の用に供される部
分又は駐車の用に供される部分 

たん白泡消火薬剤 6.5L/min ・㎡ 

合成界面活性剤泡消火薬剤 8.0L/min ・㎡ 

水成膜泡消火薬剤 3.7L/min ・㎡ 

ᶉ ρ֗ ρ Ḩ  

ἲ ọ  
    

Ẇ ṕ 17 ể Ṗ 

Ẇ ṕ 17 ệ Ṗ 

Ẇ ṕ 18 ể Ṗ 
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ᶉ ρ֗ ρ ͜  

①火災統計データの分析 ②火災事例調査 ③文献調査 

想定される火災リスクの整理 

泡消火設備・水噴霧消火設備に 
求められる消火性能の検討 

燃焼実験、消火実験による妥当性の検証 

泡消火設備・水噴霧消火設備の 
設置基準案の検討 

 
ṕ Ṗ  

 

ṕ WG Ṗ 

Ễ  

 
 

ṕ Ṗ  

必要に応じて見直し 
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ḹ  

כּ  π βϥᴲ←зІϼψʺᴦ ρΰοΩϜ Μꜛ χᴲ←зІϼϬ―Πϥכּ ΥΚϥʻ 

 ꜛ עכּʺᴲ←ψכּ π ᴲΰθ ›τΣΜοʺᴲ←Υ ˑτᶈ ΰʺ ϹжІΥᶤϦᵫῢ ΥἹ ήϦϥρẍὣ

τᶈ ΰʺ2˙3MW χ τ βϥʻζχ∑ʺ ᴲ Υ⌠ ΰοϜʺּכ Υ╩ ᵲρσϤ Ϟ Υᴲᾛ

τ ῟τ ήϦσΜבּ ệτϜσϥρ―ΠϣϦϥʻ 

 σΣʺּכ ᵰ π ΰθᴲ←τΣΜοψʺ Ṝ τσϥ χ ᵬπʺ ᴲ Υ⌠ ΰʺ ῟τ ᴲ

ήϦϥρ ήϦϥʻ 

¸ ᴲ← ὓД˔Ќχ ʺᴲ←Ⱨ ₰ʺ ᾅ ₰Ϭ ϘΠϥρʺ כּ τΣΪϥᴲ←зІϼψӟᴞχϢΞτ π
ΦϥΤʻ 

 

 

 ᾝ∕χּכ ψᵃẠχּכ ϢϤӗ Υΰ ΰοΜϥθϛʺ π “βϥ כּ τΣΜοψ τϢϤ Ќр

ϼΥ ΰʺ Υῲ Ӥτ ָβϥзІϼψ ΜΥʺᵃẠχᴲ←Ⱨ χϢΞτʺ ЌрϼψᴞΤϣχ ὢτψֿפ

ΜρΜΞ  χ Ϭ― βϥρʺ Υῲ Ӥτ ָβϥзІϼψ ΜΥʺ Ψ ΜρψᾠΠσΜʻ 

 

 ṓꜛ כּ χᴲ←τνΜοψʺ Ⱳḧχ ẀΥ ρσϥᴦ ΥΚϥΥʺ ᴲ χ⌠ Ϭ ρΰθᴲ←Є

ЗзϷτΣΜοʺᴲ←χט ЄЗзϷψϹЊзрּכρ πΚϥρ―ΠϣϦϥʻ 

 θιΰʺϯиЬ›ỲϞ ♦ χ ϢϤ ΠϞβΜ∙ Υ Ψ► ήϦʺ Υ Ψσϥᴦ ΥΚϥάρΤϣʺ

ζχ ›χ τνΜοψᶎ Υ πΚϥʻ 

8 



¸ כּ τΣΜο ήϦϥᴲ←зІϼ Ϭ ϘΠοʺ ᴲ ρΰοẐϛϣϦϥ ᴲ ϬӟᴞχϢΞτ πΦ
σΜΤʻ 

 

a.消火すべき火災規模 
（周囲に延焼危険がある火災規模） 

時間 
起動 
時間 

火災抑制 
(周囲の車両に延焼しない火災規模） 

火
災 
規
模 

b.消火設備作動後の条件：20分  

 消防隊到着 

¸ ᴲ χ ʿᴲ←  

כּ  χᴲ←Ⱨ Ϟꜛ ←χᴲכּ Ϭ ϘΠϥρʺḁ τ ᴲβϥάρψ₉ πΚϥθϛʺ ᴲ χ ψʺ

Υ βϥϘπˢ ᴲ ⌠ ῇ20 ḧˣχḧʺᴲ←Ϭ πΦϥάρρβϥʻ 

¸ ᴲ←ʿꜛ  ←ᴲכּ

 ꜛ ʺᴲ←ρΰοכּ χּכ τט ᶈ βϥρ ήϦϥзІϼΥΩϜ‰Μᴲ←ЄЗзϷϬ βϥʻϘθʺΩ

ựχꜛ ψϯиЬ›ỲϞכּ ♦ χ∙ Υ Ψ► ήϦοΜϥάρΤϣʺ χꜛ ρכּ ᶓΰοᴲ← ΥӰσϥ

ᴦ Ϭ― βϥάρΥ ʻ 

¸ ᴦ Ὧʿ ꜛ ʺ←ᴲ←̰͖ᴲכּ ָᴲ←̰͗ᴲ← 

 ꜛ ᴲ←ρΰοכּ ήϦϥᴲ←χ ψʺּעכ Ϟּכ ᵰ Υ ᴲβϥAᴲ←πΚϥΥʺ Υ ָΰο ᴲ

βϥ͗ᴲ←χᴦ ψ ΜρψᾠΠσΜθϛʺᴦ ρΰοψ―Πϥ ΥΚϥʻ 

ר Ḩ  
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ρ ̸Ҳ  

車室内から出火 タイヤ等の外周部
から出火 

エンジンルーム
から出火 燃料が漏洩 

隣接車両への 
延焼危険ライン A 車室内から火炎噴出 

前部フェンダーから車室
内に火災が進展する。 

バンパーやフェンダー
から車室内に火災が進
展する。 

B 燃料に引火 

漏洩した燃料がすぐ
には引火せず、 
広範囲に拡大 

時間 

Å車種にもよるが発熱速度は約２～３ＭＷ※ 
Å車体による散水障害がある 
【求められる消火性能】 
⇒隣接車両への延焼防止 

漏洩した 
燃料が直ち
に引火 

※アルミ合金や樹脂製が多く使用された電気自動車等の最近の車両についても、隣接車両が延焼する危険性のある高い輻射熱を出すのは車室内から 
 火炎が噴出する段階の火災であり、上記と同様の整理ができると考えられるが、その際の発熱速度については実験により確認が必要。 

窓の開閉、破損状況によって火災の進展は異なるが、
発熱速度が徐々に増加していく。 

車室に開口部が 
生じた時点から爆
発的に燃焼し、急
激に発熱速度（２
～３ＭＷ程度）が
上がることがある。 

盛期火災 
Å車種にもよるが、その後さらに延焼拡大すると、発熱速度は
約６～７ＭＷに達する 

Å引火と同時に盛期火災となる 
【求められる消火性能】 
⇒隣接車両への延焼防止 

Aに達する前に消火設備が作動する（通常の駐車場
の天井高（３～４メートル程度）であれば、２種の
感知レベルで１MW以下で作動）。 

窓が全閉 開口部あり 

Aの火災規模
になってから
消火設備が作
動する 

Bの火災規模に
なってから消火
設備が作動する 

¸ כּ χᴲ←зІϼχ Ϭ ϘΠʺ ᴲ χ⌠ βϥЌϱЬрϽρᴲ←ЄЗзϷψӟᴞχϢΞτ πΦσΜ
Τʻ 

άϦϣχᴲ←Υ β
ϥзІϼχ Ϟ
ΰθ ›χᴲ←ṛ τ
νΜοԏΦ Φᾁ Υ
ʻ 
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¸ ӟ Ϭ ϘΠʺ ᴲ χ ᴲ ρΰοψⱳχ͎νχᴲ←τ ᴂπΦϥάρϬẐϛϥϓΦΤʻ 
 

ü ᴲ χ⌠ ρᴲ←ЄЗзϷϬ ϘΠϥρʺ χּכ ϒχט ♁Ϭ ϥḢ ΤϣΩϜ
σ Ὧρσϥⱳχ ẉό χᴲ←ЄЗзϷτΣΜοʺ ᴲ ψט Υᴦ πΚϥάρϬẐϛ
ϥϓΦΤʻ 

¸ ζϦηϦχᴲ←τνΜοψʼᵃẠχ ᾓם ϢϤӟᴞχ―Π τϢϤʺᴲ← ἷϬ πΦσ
ΜΤʻ 
 

עכּ   Τϣ ᴲΰʺᵫῢ ΥπΦοט ᶈ βϥᴲ← 
ü™ᾝ ΥΚϤʺ͖ᴲ←Ϭ ΰθᴲ← ἷρΰο ᾋΥΚϥϼзУϬ► βϥʻ 
ü ᴲ ⌠ ῇψϵрЅри˔ЭϞᵰ τψט ΰσΜθϛʺּעכ χᴦ χϙρΰʺ
כּ ᴲ←χםᾓ Τϣ ϣϦϥ Ϟ τṁξΦʺϼзУχ Ϟ Ϭ βϥʻ 

  
   

üЩДϰτϢϥ╩ ᵲΥ βϥάρϬ™ᾝβϥʻ 

  
   
  17  

ü Ӥϒχ בּ χֲốΥ ΦΨσϥʺ ϹжІΥβϓο ᵗΰθ ρβϥʻ 
üᵫῢ χ ΦήϞἹ ψʺХАЖχ ‰ήϞ כּ χּכ ˢ ΰχּכḧẩ σςˣ
χם Ϭ― ΰʺ בּ χֲốϞ ᴲ χ῟ᴮ Ϭ ϘΠο τσϥ Ὧπ βϥʻ 

 

  χ ָτṞԍβϥᴲ← 
ü Υ ָΰθ ›τΣΪϥᴲ←ЄЗзϷϞ ΰθ ›χᴲ←ṛ τνΜοԏΦ Φᾁ ʻ 
üσΣʺ͗ᴲ←Ϭ ΰθᴲ← ἷρΰοψʺ כּ ᴲ χṪ ṁ Ϟ ᴲ χ

χṁ τΣΜοʺ͎ χϷϱиОрτЛиЫиХФЌрϬΜϦθϜχΥΚϥʻ 

עכּ  Τϣ ᴲΰʺᵫῢ ΥπΦοט ᶈ βϥᴲ← 
 χ ָτṞԍβϥᴲ← 

ר ὑ  
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想定する火災 ①車室内からの出火 ②燃料の漏洩火災（参考）※継続検討 

火災種別 Ａ火災 Ｂ火災 

火災の規模 
発熱速度は２～３MWとする 

※ボディがアルミ合金等である場合の発熱速度は 
要確認。 

現行のルートＡ及びルートＢと同等 
（２㎡のオイルパンにノルマルヘプタン） 

散水障害 
ボディによる散水障害を模型で再現 

※実態を踏まえて最も不利になる条件で、開口部等
を設定することが必要。 

無し 

火災モデルのイメージ 

※クリブで最大発熱速度等を調整することが可能か。 

評価方法 
隣接車両の受ける輻射熱を測定し、着火しない受熱量以下であることを確認する 

※最も着火しやすい隣接車両の位置を検証することが必要。 

求められる消火性能 20分間の延焼拡大防止 

隣接車両が
着火しない
受熱量 

クリブ 
オイルパン 

散水障害を再現 

輻射熱 輻射熱 
隣接車両が
着火しない
受熱量 

ר ὑ  
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˹♥  

כּ Ϭ ӪΰʺТз˔Н˔рτο ήδʺⱳχ‮ Ϭ βϥʻ 

כּ ᴲ←Ϭ ṫβϥθϛχϼзУχ ΦήρζχἹ Ϭ βϥʻ 

Ṝ♯ᾓ ẉό͗ᴲ←χ♯ᾓ Ϭ Μοʺᶆ ᴲ χ ᴲ Ϭᾁ βϥʻ 

ü בּ ρ╩ ᵲχֲốΥΩϜ ΦΨσϥᵫῢ χ ΦήϞἹ  

ü כּ τΣΜοʺΩϜט ΰϞβΜᴷ ρΰο בּ χ ӡ ρ ᵺᴷ τΣΪϥẨ  

ü עכּ χᴦ  

ᾓχὫᴮϬם ϘΠʺⱳχ‮ Ϭᾁ βϥʻ 

ü כּ χ έρχˮ ˯ˮ ˯ˮ בּ ˯ 
β ᵃẠχּכ ᾓτḩβϥם χ ϬΩ ᾢᶨ βϥάρρΰʺ ᴥπ ₰Υ σ‮ τνΜοםᾓ
Ϭם☼βϥάρρβϥʻ 

β   ּכ χ ψʺּכ Υ‫ ψϯиЬ ʺЈЍр ψЬИНр ʺἹ Ϟ∙לΥӰσϥϜχϬ βϥʻ 

כּ Ϭ ṫΰθ♯ᾓ χἹ Ϭ βϥʻ 

ü ᴲ ˢ −χ έρτˣʺ ᴲ ʺІФзрϼж˔ χζϦηϦτνΜοםᾓϬ
“Μʺ כּ τΣΜο Ṝ π ΰθ Ϭ ΠσΜΤ ΤϬᶎ βϥʻ 

ṜםᾓτṁξΦʺ ʾ ᴲ χ ṁ Ϭᾁ βϥʻ 

 ᾓם

 ᾓם
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ʥ ר ρ Ḩ  

三 消火剤の放射時間は、次のイ又はロよること 

 イ （略） 

 ロ 窒素、IG-55又はIG-541を放射するものにあっては、必要とされる消火剤の量の90％以上の量を１分以内に放射できるものであること。   

Ẇ ṕ 19 ệ Ṗ 

Ẇ ṕ 19 Ễ Ṗ 

ἲ ṕὀ  
   Ṗ 90 Ṿ ể ể  
   ộốớỌṕ Ṗ  

二の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分 

 の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἲ 12  
    
    
   ṕ Ṗ  
    

ᴲ− 

Ⱳ Υ
ΜσΜ
ӟᵰχ

 

Ⱳ ΥΜσΜ  

χᴲṓϬ►
βϥ  

ϹІЌ˔РрϬᾖ
ρβϥ ṐΥ
ήϦοΜϥ  

ζχ χ χϜχ ˢ χכּ τằβϥ ʺ ṐṀע
ˣ 

ῐỸᵊχ Υ1000 ӟ
ψ Υ3000 ӟ  

ζχ χṛ χϜχ 

CO2 ˷ ̓ ̓ ̓ ̓ 

ϱЗ˔ЕϹІ ˷ ˷ ˷ ˷ ˓ 

14 
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Ẇ  

1.  

ü 消火までの時間も長くなり、隣接物への延焼等、火災規模が拡大する可能性がある。 

 

2.  

ü 消防隊到着後、十分な時間が経過してから区画内の換気を行うので、区画内温度は低下するはずである。 

ü 区画内燃焼物の発火点が低いこと等により換気後に一部再燃する場合であっても、火勢は十分抑制されており、 
消防活動を実施する上で支障となることはない。 

3.  

ü 消防隊進入前の区画内換気によって有害物質濃度は低下するはずであり、消防隊の進入に支障をきたすことはない。 

4.  

ü ガス放射開始直後に避圧口は開き、ガス放射時間に関わらず区画外への流出量は同一となる。 

ü 放射時間を延長した場合、区画内圧力が上昇している時間は長くなるが、最大圧力は小さくなるため、区画の隙間からの流出
量はほとんど変化がない。 

5.  

ü ガス放射により区画内圧が上昇するので、空気の区画内への流入はない。 

6.  

ü 消防法令において噴射ヘッドの放射圧力を1.9MPa以上とすることが求められている。 

ü また、消防法令において噴射ヘッドを放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように
設けることが求められており、これに従い、各メーカーが設定する施工上の留意点をもとに、区画の体積や形状に応じて噴射ヘッド
が設置されており、区画内濃度分布に不均一は生じないと考えられる。 



ʥ ר ᾑ ├ ͜  
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Ẇ  

ü ガス放射終了時に達成すべき延焼規模の条件を検討するに当たり、想定する燃焼物と出火場所を設定する必要が 
ある。 

ü サーバールームや電気室、機械式駐車場等の不活性ガス消火設備が設置される部分において、火災成長速度が 
最大であるのは自動車と考えられることから、燃焼物としては自動車を想定することとする。 

ü 自動車からの出火を想定するので、不活性ガス消火設備が設置される部分としては機械式駐車場を想定することに 
なるが、機械式駐車場の中でも、水平方向だけでなく垂直方向の隣接車両へ延焼する危険性があるタワーパーキングを
出火場所として想定することとする。 

Ẇ 90 Ṿ  

ü 出火した自動車の焼損はやむを得ないとしても、隣接車両等への延焼は避けるべきであるので、不活性ガスを90％ 
放射終了する時に達成すべき延焼規模の条件は、出火車両の隣接車両に延焼しないこととする。 

ü また、出火車両による隣接車両の受熱量が一定以上となった時点で隣接車両は出火すると考えられるので、 
本検討では出火車両からの輻射熱及び隣接車両の受熱量に着目することとする。 
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ü  

1.  

ü 車室内から出火し、その後窓ガラスが割れるとともに車室内で急激に火災拡大するような火災において、タワー
パーキングのパレットの構造等の周囲の状況も踏まえつつ、出火車両に隣接する車両における輻射熱等について、
実験等により検証する。 

2.  

ü 急激に火災が拡大したときに火災を感知する状況を想定し、１で検証した輻射熱等の時間変化を踏まえ、 
火災を感知する時間及び区画形成のための遅延時間を設定する。 

3.  

ü 火災実験の結果、車両の材質、構造等を踏まえ、出火車両に隣接する車両が延焼を開始するときの受熱量を
求める。 

4.  

ü 不活性ガス消火設備の作動による酸素濃度の低下等を考慮して発熱速度や輻射熱等を計算し、 
隣接車両において３で設定した受熱量を超えない最大放射時間を決定する。 



ʥ ר ρ ֯ ᶪ Ẏ ͜  
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1. 1,000 3,000  

ü 区画内にもし人がいた場合、区画外へ避難するまでに時間がかかり、人に危険が及ぶのではないか。 
また、区画外へ人が退避するまで起動を待つ必要があるので、ガス放射開始時間や消火までの時間が遅くなるのではないか。 

ü 区画が大きくなることによって、不活性ガス放射時の濃度分布のばらつきも大きくなるのではないか。 

ü 区画が大きくなることによって、 開口部が増え、防護区画の形成に失敗するリスクが大きくなるのではないか。 

2.  

ü ガス放射開始時に、多量の火気を使用する設備が停止していない場合には、区画内温度が高い状態であると考えられることから、 
冷却効果のないイナートガスでは消火能力が不十分となるのではないか（駐車場における車両火災等よりも大きな燃焼を伴うお
それがあることに留意が必要）。 

3.  

ü 不活性ガスの放射を開始した後、ガスタービンはすぐに停止することができないため、当該ガスタービンの排気によって 
不活性ガスの区画外への流出量が通常よりも増加するのではないか。 

4.  

ü 火災を感知すると区画形成のための遅延時間を設けた後に自動で起動するため、区画内の人が区画外へ退避できない 
可能性があるのではないか。 

5. 50m  

ü 圧力損失により、配管末端部の噴射ヘッドにおける消防法令上の最低放射圧力の基準を満足できない可能性があるのではな
いか。 

Ễ  

Ẇ  



: 酸素濃度（１分放射） 

: 酸素濃度（N分放射） 

: 放射時間の延長に伴う の増加分 

時間 
感知時間 起動 時間 

発
熱
速
度 

N分 １分 
21％ 

90% 放射時の濃度：12%  

酸素濃度 
0分 

自由燃焼 

放射時間 

区画形成のための 
遅延時間 

１分放射 

N分放射 

起動レベル 

感知レベル 

N分放射 

１分放射 

消炎濃度：15%  

T1 TN 

酸素濃度が消炎濃度15% 付近に 
達した時点で、発熱速度が急激に低下する。 

酸素濃度の低下に伴い、 
発熱速度も徐々に低下する。 

Ẇ ṕ Ṗ 
   

時間 

発
熱
速
度 

感知レベル 

感知時間 起動時間 感知時間 起動時間 

自由燃焼 
（火災成長速度： ） 自由燃焼 

（火災成長速度： ） 

N分放射 

１分放射 

１分放射  N分放射 

: 放射時間の延長に伴う発熱量の増加分 
(火災成長速度が 場合) 

: 放射時間の延長に伴う発熱量の増加分 
(火災成長速度が 場合) 

Ẇ ṕ Ṗ 
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ể ộ T1 TN  
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Ẇ  

T0 ：火災感知時間 

T1 ：不活性ガス放射開始時間 

T2 ：隣接車両へ延焼開始する時間 

 

爆発的な火災が発生した時点で火災感知 

火災感知してから早い段階で隣接車両へ延焼 

不活性ガス消火設備が作動 

 区画形成のための遅延時間 

ü 車両火災は、出火位置等によってその後の火災の進展過程は異なるが、不活性ガスの最大放射時間の検討においては、 
、 状況を最も厳しい条件として想定する必要

がある。 

① これまでに実施された車両火災実験及び自走式駐車上に設置される消火設備に係る検討時の車両火災シナリオの 
検討を踏まえ、車室内から出火し、その後窓ガラスが割れるとともに車室内で急激に火災拡大するような爆発的な火災が 
生じたときに、初めて火災感知するパターンが、火災感知が最も遅くなる条件であると考えられる。 

② 火災が一定程度拡大してから火災感知する場合、感知から隣接車両へ延焼するまでの時間が短くなると考えられるので、 
火災感知が最も遅くなる条件と同様、車室内から出火し、その後窓ガラスが割れるとともに車室内で急激に火災拡大するような 
爆発的な火災が生じたときが、火災感知から隣接車両へ延焼するまでの時間が早い条件であると考えられる。 

隣
接
車
両
位
置
に
お
け
る 

出
火
車
両
か
ら
の
輻
射
熱
等 

時間 T0 T1 T2 

  ： 自由燃焼の場合 

  ： ガス放射に伴う酸素濃度の低下を 
   考慮する場合 

  ： 隣接車両が延焼開始するときの 
   隣接車両の受熱量 

急激に火災拡大 



１ 消防用設備等の課題への対応 

～ 特定小規模施設用自動火災報知設備の基準改正 ～ 



 平成18年以降、死者が多数発生した火災を受け、就寝を伴う施設等（旅館・ホテル、有床診療所等）で、火災が
発生した場合の人命危険が高いものに対して、自動火災報知設備（以下「自火報」という。）の設置義務を拡大。 
 

 また、これらの設置義務拡大に合わせ、簡便に設置が可能な特定小規模施設用自動火災報知設備（以下「特小
自火報」という。）の設置可能範囲も拡大。 

─ ⌐ ╢↓╣╕≢─  
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H18. 1  
長崎県大村市 
グループホーム火災 

7 3 

次に掲げるもので 
300 ものを追加 

●ṕỈṖ に掲げる防火対象物 
（平成19年6月13日 政令第179号） 

特定小規模施設省令の制定 
 

300  
●ṕỈṖ  
●ṕỄṖ  
（平成20年12月26日 省令第156号） 

 
H19.  1 

兵庫県宝塚市 
カラオケボックス火災 

3 5 

次に掲げるもので 
300 ものを追加 

●ṕỄṖ に掲げる防火対象物 
（平成20年7月2日 政令第215号） 

H24. 5  
広島県福山市 
ホテル火災 

7 3 

次に掲げるもので 
300 ものを追加 

●ṕệṖ に掲げる防火対象物 
●ṕỈṖ に掲げる防火対象物 
（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。） 

 

（平成25年12月27日 政令第368号） 

次に掲げるもので 
300 ものを追加 

●ṕệṖ に掲げる防火対象物 
●ṕỈṖ に掲げる防火対象物 
（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。） 
 

（平成25年12月27日 省令第127号） 
H25.10  

福岡県福岡市 
有床診療所火災 

10  5 



 自火報は、受信機のほか、建物全体に感知器、地区音響装置、発信機などの機器を設置し、それぞれを配線で 
接続する必要がある。既存の建物へ新たに設置が必要となった場合、受信機の設置に加え、壁や床の内部における 
配線工事が必要になることから、多額の工事費用が生じることが多い。 
 

 一方、 300 ẑしている 
ことから、 であっても、迅速な火災覚知等、通常の自火報において 
求められる性能を確保できる。 
 

 このため、
である。 

≤ ─  
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※ 

 
１による場合、電池式、かつ、 
無線式での設置が可能であるため、 

 
。 

ể 

Ễ 

Ṯ ṯ 

 

ｚ 

ｚ 

ｚ 

ｚ 

受信機 

 
 
 

ｚ 

ｚ 
音響 
装置等 

 
 

感知器 

 
 

Ṯ ṯ 

※ 火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する 
 感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を 
 他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの 
 火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を 
 有するもの。 

Ṯ ṯ 

基本的に感知器・地区音響
装置・発信機等により構成さ
れる。さらに、  

 
 

である 
ため、壁や床の内部における 
配線工事が必要となる。 

ể 

Ễ 

Ṯ ṯ 

※ 次にものについては、延べ面積が300㎡以上の場合でも特小自火報を設置することが可能。 
 ① 小規模特定用途複合防火対象物で、次に掲げる用途に供される部分及び規則第２３条第４項第１号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないもの 
   ２項ニ、５項イ、６項イ⑴～⑶、６項ロ、６項ハ（利用者を入居させ、又は宿泊させるもの） 
 ② ①に掲げるもの以外の16項イに掲げる防火対象物（５項イ及び５項ロ以外の用途に供される部分が存せず、かつ、５項イに供される部分の床面積が300㎡未満のものに限る。）のうち延べ面積が、 

300㎡以上500㎡未満のもの 



ü  延べ面積500㎡未満の建物であれば、３階建て以上でも設置可能とす
る。（自火報の設置が必要となる全ての用途※に設置可能とする。） 
※ 令第21条第1項第８号（指定可燃物500倍以上）及び第14号（11階以上の階）につい
ては、収容可燃物や建物構造に係る危険性により自動火災報知設備の設置が義務づけられている
ことから、引き続き対象から除外。 
 

ü  連動型警報機能付感知器の機能向上や無線式の簡易な表示装置・ 
発信機・音響装置などの機器の追加により、設置範囲を拡大する場合 
でも、通常の自火報において求められる性能と同等以上の性能を確保する。 

ṕ Ṗ 

 構成機器の高度化を図ること等により、通常の自火報で求められる性能を確保しつつ、簡便な設備機器により 
構成できる特小自火報のシステムの類型を新たに検討することで、その設置可能な範囲を拡大する。 

24  

 

ü延べ面積300㎡未満、２階建て以下の建物等 
 
ü設置できる用途は（２）項ニ、（５）項イ、 
 （６）項イ（１）から（３）、（６）項ロ 
 及びハẑ等 
 
ü連動型警報機能付感知器のみにより構成され、火災
を覚知すると無線で連動して鳴動する。 

連動型 
警報機能付 
無線式感知器 連動 

※ 利用者を宿泊等させるものに限る。 

≤ ─  

 

面積 

用途 

階数 



※１：居室、2㎡以上の収納・倉庫、機械室その他これらに類する室  
※２：２項ニに供される部分は階段・廊下等にも設置が必要   
※３：階段、廊下、EVシャフト、PS・DS 
※４：感知器の設置を要しない部分（外気開放部分や一定の天井裏、特例免除される10m以下の廊下、浴室・トイレ、１㎡未満の収納・PSなど）を除く全ての部分 
※５：ある警戒区域において火災が発生し、当該区域の中継器又は特小受信機が火災信号を受信したら、速やかに他の警戒区域の中継器又は特小受信機に信号を送出し、 

迅速に全ての階で鳴動させる等を求めることとする。 
※６：これらの機能については、⑦の出火場所を特定するため受信機を設置する場合は、当該受信機で担保し、その他の場合は、警報機能付感知器等で担保する。 

    
 
 

ṕ ỌṖ 

①火災感知 
（感知器 

 設置場所） 

居室等※１※２ 
居室等※１＋ 
階段・廊下等※３ 

警戒区域が一の場合 

警戒区域が 
二以上の場
合 全ての部分※４ 300㎡

未満 

小規模特定
用途複合防
火対象物 

【★】 
300 ㎡以上500 ㎡未満で、
５項イ（300 ㎡未満）と 
５項ロのみで構成される 
16項イ 

300㎡以上 
500㎡未満 
（左欄【★】を
除く） 

特定一 
階段等 
防火 
対象物 

居室等※１※２ 
居室等※１＋ 
階段・廊下等※３ 全ての部分※４ 

②手動起動 
（発信機） 

不要 
（警戒区域が一のため） 

①受信機を設ける場合において、警戒区域一で延べ350㎡以下の場合は不要 
②警戒区域が二以上の場合は各階ごとに発信機等を設置 

（表示灯は一定条件下で不要） 

各階ごとに 
発信機を設置 

（警戒区域一で350㎡ 
以下の場合は不要） 

③報知 
（鳴動範囲） 

規定なし 
（全ての警報機能付感知器が警報を発するため） 

地区音響装置から25ｍ以内 
（全ての警報機能付感知器等が警報を発する場合も可） 

地区音響装置から 
25ｍ以内 

（警戒区域一で350㎡以
下の場合は主音響のみ） 

④報知（鳴動 
 開始時間） 

規定なし 
（小規模な建物のみを対象としているため） 

規定なし 
（警戒区域が一であれば、速やかに全ての階に 

鳴動すると考えられるため） 

遅延防止 
措置あり 
※５ 

規定なし 
（ほぼ遅延無く鳴動） 
（蓄積時間最大60秒） 

⑤報知 
（再鳴動機能） 

再鳴動機能不要 
（小規模な建物のみを対象としているため） 

再鳴動機能必要 
(受信機or警報機能付感知器等の性能として担保※６)  

再鳴動機能必要 
（受信機の性能として 

担保） 

⑥報知 
（保持機能） 

保持機能不要 
（小規模な建物のみを対象としているため） 

保持機能必要 
（受信機or警報機能付感知器等の性能として担保※６） 

保持機能必要 
（受信機の性能として 

担保） 

⑦出火場所の 
特定 

規模が小さく容易に特定できるため不要 
受信機により火災発生場所を表示 or  

警報機能付感知器により火災発生区域を報知 or  
中継器等により火災発生区域を簡易表示 

受信機により火災 
発生場所を表示 
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 ọ  
 

○構成機器     ：中継器、火災発生区域特定機能付感知器、 
               発信機（非常警報設備でも可） 

○警報        ：火災発生区域特定機能付感知器 
○感知器の設置場所   ：全ての場所※３ 
○音響停止操作、復旧操作 ：火災発生区域特定機能付感知器 

（再鳴動・保持機能あり） 
○火災発生場所の確認 ：火災発生区域特定機能付感知器 

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

Ḳ  

 Ọ ṕ Ṗ 
 

○構成機器        ：受信機、中継器、感知器※１、発信機※２（非常警報設備でも可） 
                  地区音響装置、 

○警報            ：地区音響装置（各階25メートル包含） 
○感知器の設置場所   ：全ての場所※３ 

○音響停止操作、復旧操作 ：受信機（再鳴動・保持機能あり） 
○火災発生場所の確認  ：受信機 

発信機 

発信機 

発信機 

発信機 

発信機 Ḳ  Ḳ  Ḳ  Ḳ  

発信機 

発信機 

発信機 

発信機 
ḵ 

ḵ ḵ 

2
6 

Ḳ  
ṕ

Ṗ 

※１ 通常の感知器、連動型警報機能付感知器、火災発生区域特定機能付感知器のいずれでも可能。 
※２ 延べ面積350㎡以下で警戒区域一の場合は不要。警戒区域二の場合も一定条件化で表示灯不要。 
※３ 延べ面積300㎡未満の防火対象物等にあっては、非居室等は設置不要。 

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

Ḳ  
  

ü特小自火報Ⅰ型における機器構成や接続方法等としては、主に以下の４パターンが考えられる。 

з  ▬ⱷכ☺ 

ḵ 

ḵ ḵ 

ḵ 
ḵ 

 
ḵ 

 
ḵ 



Ḳ  Ḳ  

 Ỏ   
○構成機器          ：火災発生区域特定機能付中継器※１、 

連動型警報機能付感知器※２、地区音響装置、 
発信機※３ （非常警報設備でも可）  

○警報        ：地区音響装置（各階25メートル包含） 

○感知器の設置場所  ：全ての場所※４ 

○音響停止操作、復旧操作：連動型警報機能付感知器※５又は受信機※６ 
ṕ Ṗ 
○火災発生場所の確認 ：火災発生区域特定機能付中継器 

Ḳ  Ḳ  
 Ḳ  

   
   

Ḳ  
ṕ

Ṗ 

ẑể   
ẑỄ  
ẑễ  
ẑỆ 延べ面積300㎡未満の防火対象物等にあっては、非居室等は設置不要。 
※５ 感知した連動型警報機能付感知器を停止した場合にのみ地区音響装置の鳴動が停止し、復旧 
※６ 火災発生区域特定機能付中継器を設置した場合の受信機は、規則第24条第2号の規定を除外している。  
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Ḳ  
 ṕ  
  Ṗ 

з  ▬ⱷכ☺ 

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ṕ Ṗ ṕ Ṗ ṕ Ṗ 

 
 

 
 

 

 
 

 D  
 

Ẇ         Ḳ ẑỉ ẑỊ 

Ẇ           Ḳ  
Ẇ    Ḳ ẑị 

Ẇ  Ḳ ṕ Ṗ 
Ẇ  Ḳ  

※７ 火災発生区域特定機能を有するもの、かつ、一斉鳴動機能を有するもの。 
※８ 通常の感知器、連動型警報機能付感知器、火災発生区域特定機能付感知器のいずれでも可能。 
ẑị 延べ面積300㎡未満の防火対象物等にあっては、非居室等は設置不要。 



２ 消防用設備等に係る最近の動向 
 ～ 消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討について ～ 



ר (POPs )  

̓ POPs ρψ 
   POPsˢPersistent Organic Pollutant s ▪ Ṑױ   ˣל
     ˹ ΥΚϤʺ ᵔΰτΨΨʺ 
       τ ήϦʺ ẩ Ϭӱ βϥ       ʻל

͍ϸ⁯τ♁ϘϣσΜ⁯∑ σױ ♁χ︡ Υ ʻ 

POPsτϢϥױ ♁χθϛʺ⁯∑ τẸ ΰοPOPsχ ʺ⌡ᾚ Ϭ“Ξʻ 
2001 ͑Ὦ⅜ ʺᵈΥ⁯ψ2002 ͔Ὦτ Ὣʺ 2004 ͑Ὦ ῟ʻ 
ʾ ⁯ᵓṳˢCOPˣψ͎ τ͍ᵕʺάϦϘπ͕ᵕᵫ℗ʻ 
ʾ ʾṪ Ⱨ▪χπᴞχPOCʺψ‮ Ṑױ ᾁל ӦԌᵓˢPOPRCx π ṳήϦϥʻ 

   ͍ʽ AτἿ∏ήϦοΜϥ ʺτνΜοל ʾ► ϬỨ♁ˢ ᵰχṛ ΚϤˣ 

     ЧиТиϷкϷϼЌр▒ˢPFOAˣρζχתẉόPFOAḩ ל   ̞ ᾕ 5ὮCOP9τΣΜο ᴥΥὨ  

   ͎ʽ BτἿ∏ήϦοΜϥ ʺτνΜοל ʾ► Ϭ ᾢˢ ϛϣϦϥ ẉό ᵰχṛ ΚϤˣ 

     PFOSρζχתʾPFOSF  

   ͏ʽ CτἿ∏ήϦοΜϥ ʺτνΜοל Ӫ Τϣ γϥ Ϭ⌡ᾚ 

     ЍϱϷϺЄрʺͥ͗͘  

̓ POPs τṁξΦᶆ⁯Υ„γϓΦ ├      

ᴟᶘ χל ₰ẉό χṛ τḩβϥ ˢᴟᶘ ל ₰ṛ ʺᴟ ˣ 

⁯ χ  

ˢ ˣ χὲῴϬ σΞΣζϦ ψ χ ʾ Ӿτ◦ ϬẉϖβΣζϦΥΚϥᴟᶘ ױτϢϥḕẽχל Ϭ ♁βϥθϛʺ
ṛχᴟᶘ χל ʾ τ∑ΰʺζχ ϬⱧ ₰βϥ Ϭ ΪϥρρϜτʺ ᴟᶘ χל τᴂαο ʺ ʺ► τ
νΜο σṛ Ϭ“Ξʻ 

ԁ ᴟᶘ ʾʾʾל ˢPCBʺ
DDTʺPFOS 33 ˣ Ҝל ʾ χⱧם χỨ♁ʺ χ ӟᵰχ► Ứ♁ 

PFOAρζχתẉόPFOAḩ Ϝל ͎ τ ԁ ᴟᶘ ◙τל ήϦϥᾋ₅ϙ 
29 
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泡消火設備の点検においては、次のような課題があると考えられる。 

ü 令和元年５月のＣＯＰ９（POPs条約の締約国会合）において、泡消火薬剤の一部の製品に使用されて 
いるPFOAとその塩及びPFOA関連物質を規制の対象物質に指定。これを受け、  

（今後、更に対象物質が拡大する可能性あり）。 
ü 泡消火薬剤を では、  

がある。 

 泡放射等をはじめとする泡消火設備の点検については、適切に維持管理ができる方法とする

ことを大前提に、今後の環境規制の動向を踏まえ、泡消火薬剤を外部に放出しない方法又

は放出しても回収できる方法による点検に改める必要がある。 

ü 点検事業者に対するアンケート調査の結果によると、泡消火薬剤の放射点検については、  
しているという意見が多数 見られた。 

 点検事業者から「実際に泡放射点検の実施は困難だ」という意見が多数あり、PFOS等を 

含有する泡消火薬剤以外においても、泡放射に代わる点検方法を位置付け、点検の 

実効性を確保する必要がある。 



┼─  

 
 排水弁から水を採取し、水と泡消火薬剤の分
離膜が破損し、液漏れが発生していないことを確
認する（プレッシャープロポーショナー方式の場合
）。 
ẑ ṕ  
 Ṗ  

イラスト： 
（一社）日本消火装置工業会 

より提供 

 現在の点検基準において、ＰＦＯＳ等を含有しない泡消火薬剤については、総合点検として、泡放射を行うことにより、分布、 
放射圧力、混合率、発泡倍率等の性能を確認（同時に加圧送水装置、一斉開放弁等の性能も確認）する方法のみが示されている
が、これらの性能に関係する構成機器（下図①～⑥）の作動状況や劣化状況等をそれぞれ確認することができるのであれば、泡放射 
による点検を免除しても差し支えないのではないか。 

 
 フォームヘッドを取り外し、目詰まりがないか等の異
常の有無を確認する。 
ẑ  

ṕ Ṗ 
 フォームヘッドを取り外した部分から、配管内部に錆
び等がないか異常の有無を確認する。 
ẑ  

 
 一斉開放弁の作動確認時に加圧送水装置が
起動することを確認するとともに、性能試験用配管
により定格負荷運転時における吐出性能を確認す
る。 
ẑ  

 
 排液弁から泡消火薬剤を取り出し、サンプリン
グ検査を行い、劣化の有無を確認する。 

 
 二次側の止水弁を閉止するとともに試験弁を
開放し、手動式起動弁を操作することにより作動
状況を確認する。 
ẑ  

31  

基本的な考え方 

手
動
起
動
弁 

泡消火薬剤 
貯蔵槽 

混合器 

加圧送水装置 

試験弁 

流
水
検
知
装
置 



 ᾁ ⁮ Υ Πϥ ˑχᴿ Ϭᾁ βϥάρϬ ρΰοʺ 27 ͓ὮϢϤ 
ˮ ᾁ ⁮ χΚϤ τḩβϥᾁ ᵓ˯Ϭᵫ℗ΰʺᾁ Ϭ“μοΜϥράϧʻ 
 άϦϘπχ ρᶆᵕτΣΪϥ︠σṳ ʺ χ ᴂψӟᴞχρΣϤʻ 

ρ ḸףѰ↓   

ᵫ℗Ὦ ︠σᾁ  ᾁ ὫᴮϬ ϘΠθ χ ᴂ 

͍ᵕ 27 ͓
Ὦ 

ᾁ ⁮ Ϟ ᾁ ⁮ χᾝ χ  

͎ᵕ 28 ͏
Ὦ 

ᾁ ⁮ χ‰Μ ϒχ ʺ 
Ẏ ᴟⱧӛϒχ ᴂ 

ʾ ṀἇˢẎ ˣχ ᾁẉό ⁮χם☼τἰϥ
ӪⱧ3.82HˢοΜντ‮ 99ˣϬ  

͏ᵕ 28 10
Ὦ 

ᾁ ⁮ Υ ΦΨ ΰθ χⱧ
ᵒʺ 
χὊ ᴟ Ϭ ϘΠθ ᾁ χ

ᾋ ΰʺ 
ꜛᴪ χ ᴻ֫ τḩβϥᾝ χ

 

ʾ ᾁ ⁮ τἰϥ ӪⱧ‮ τν
ΜοˢH28.12.20 382ˣϬ  
ʾ τἰϥ ᾁ χ ᵠ ˢH29.3.31

80ˣ 

͐ᵕ 29 ͕
Ὦ 

ṛ ☼ τ βϥ ᾁ ⁮χ ├ʺ
ꜛᴪ χ ᾁ τḩβϥᵠ ├ 

͑ᵕ 30 ͎
Ὦ 

ꜛᴪ χ ᾁ τḩβϥᵠ ├ʺ 
ᴲṀχ ᾁϯФзʺз˔ТйАЕ 

ʾ ᴲṀ ᾁϯФзχ♯“֫ ᵫ◐ʺз˔ТйАЕ
ˢH30.͐ˣ 

ʾꜛᴪ τἰϥ ᾁṁ χ⁮ꜘᵠ ˢH30.
͒῝ ˣ 
ʾꜛᴪ τἰϥ ᾁ χ ᵠ
ˢH30.6.1 373ˣ 
ʾ τἰϥִי Ɫ χ τνΜοˢꜛ
ᴪ χ ᾁ τἰϥלṮᴂ ˣ
ˢH30.8.24 528ˣϬ  32 



 ᾁ ⁮ Υ Πϥ ˑχᴿ Ϭᾁ βϥάρϬ ρΰοʺ 27 ͓ὮϢϤ 
ˮ ᾁ ⁮ χΚϤ τḩβϥᾁ ᵓ˯Ϭᵫ℗ΰʺᾁ Ϭ“μοΜϥράϧʻ 
 άϦϘπχ ρᶆᵕτΣΪϥ︠σṳ ʺ χ ᴂψӟᴞχρΣϤʻ 

ρ ḸףѰ↓   

ᵫ℗Ὦ ︠σᾁ  ᾁ ὫᴮϬ ϘΠθ χ ᴂ 

͒ᵕ 30 12Ὦ ᴲṀ ᾁϯФзχ► ệ ₰ʺ 
ᾁ ⁮ ꜠ʾ ᾁ ⁮ χᾋ ΰ 

͓ᵕ 31 ͍Ὦ 
ˢ ᵓṳˣ 

ᾁ ⁮ ꜠χᾋ ΰ 

͔ᵕ 31 ͏Ὦ ᾁ ⁮ ꜠χᾋ ΰʺ ᴲṀ ᾁϯФ
зχᵠ ʺ τϢϥ ᾁ ⁮χ  

ʾ ᾁ ⁮ ẉό ᾁ χ ꜠χ⁮ꜘᵠ ˢH31.
͐῝ ˣ 
ʾ ᴲṀ ᾁϯФзχ ᶊ֫ ᵫ◐ʺз˔ТйАЕ
χᾋ ΰˢH31.͐ˣ 
ʾ τϢϥ χ ᾁ ⁮χ τνΜ
ο 
ˢH31.͐ 167ˣϬ  

͕ᵕ ᾕ 10Ὦ ᴲ χ ᾁτΣΪϥᴿ χ  
ᾁ◦כϯФзτḩβϥᴿ ρ  

10ᵕ ͎ 2Ὦ ᴲ χ ᾁ χᾋ ΰ 
ᾁ◦כϯФзχᾋ ΰ 

33 11ᴗ  ͎ 8Ὦ ᴲ χ ᾁ χᾋ ΰ 



34 

  ⁮ ׆1,000  ׆1,000   

1980  15.3% 11.7% 31.4% 

1990  36.6% 31.3% 57.6% 

2000  40.0% 33.7% 61.9% 

2010  40.8% 34.4% 61.7% 
2015  48.0% 41.2% 70.1% 
2016  48.2% 41.5% 69.7% 
2017  49.2% 42.2% 71.5% 
2018  49.8% 43.1% 71.8% 
2019  50.8̋  44.3̋  72.9̋  

ρ Ḹף Ћᶮ Ḹף  

βᶆ ρϜ͏Ὦ͏͍ Ⱳ χ
 

ᾁ

⁮

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1 2 3 4 5 6 7

Ὁ 1 Ὁ 2 Ὁ 3 



       

60          5 

50 60     14 

40 50     18 

30 40      9 

30          1 

 

ᾁ ⁮ ˢ͎͍͕͌ ͏Ὦ͏͍ Ⱳ ˣ 

ρ Ḹף  

˻ ᾁ ⁮ ˢ ᾉ ˣ˼ 
35 

ᾉ  ᾁ ⁮  

 48.0% 

 51.3% 

 57.2% 

 56.8% 

 51.1% 

 41.4% 

 47.1% 

 48.3% 

 53.3% 

 64.0% 

 56.7% 

 33.2% 

 38.8% 

 61.8% 

 46.4% 

 53.8% 

 58.3% 

 64.8% 

 54.9% 

 36.6% 

 46.8% 

 59.9% 

 20.2% 

ᾉ  ᾁ ⁮  

ᵤ  59.4% 

ᾉ 47.0% 

ḵ︣ᾉ 59.6% 

ẋ ᾉ 41.0% 

ᾉ 42.0% 

╦Ἱᾉ 46.6% 

ᾉ 42.1% 

ᾉ 31.9% 

ᾉ 31.3% 

Ἢ ᾉ 38.8% 

≥Ờᾉ 46.6% 

ᾉ 42.5% 

Ằ  67.5% 

ᾉ 45.9% 

ᶣᾉ 41.8% 

╦ᾉ 60.6% 

ᾉ 48.2% 

ӻᾉ 35.8% 

╦ ᾉ 34.9% 

ᾉ 47.0% 

ṅ ᾉ 56.4% 

ᴎᾉ 49.7% 

һ ᾉ 52.2% 

╣ ᾉ 38.3% 

 

50.8  
(H31.3.31  



【概要】 
͍ χ ᾁὫᴮ ⁮ ꜠ẉό ᾁ ꜠τΣΜοʺ ⁮Ṱ πΚϥיּ ᴲ χḩἰּיӟᵰχּיτϘ
πᴃԊϬẐϛοΜϥράϧʺ ᵺּיτνΜοψ ṐḩτΣΜο ᶎ Ϭ“Ξ Υ Μάρ Ϭ ϘΠʺ
ᵺּיχᴃԊϬ ρΰʺ Ы˔ϼϬ⌡ βϥάρρΰθʻ 

͎ ᾁὫᴮ ⁮ ꜠τΣΜοʺ ᾁὫᴮ ⁮Ⱳτ γΰϜᶎ χ ΥσΜ‮ ϞṜ∏βϓΦ Υ ᶎπσΜ‮
ΥΚμθάρ Ϭ ϘΠʺ ᾁὫᴮ ⁮ ꜠χṜ∏ χᾋ ΰϬ“Ξάρρΰθʻ 

͏ ẵ ♁ χԁ Ϭᵠ βϥ ˢ 30 33‹ʻ 31 ͓Ὦ͍ ☼“ ʻˣτϢϥῬỘ ᴟ
χԁ ᵠ τ Μʺᶆ ꜠ ― ˮ ῬỘṛᶊ˯Ϭˮ ▀Ộṛᶊ˯τᵠϛϥάρρΰθʻ 

 
【施行期日等】 
͍ ᶆ ꜠ψʺ῝ χ ϢϤ☼“ ˢθιΰʺˮ ῬỘṛᶊ˯Ϭˮ ▀Ộṛᶊ˯τᵠϛϥ ψʺ ᾕ ͓Ὦ͍ ʻˣ 

͎ ᾕ ͕Ὦ30 Ϙπψʺẛ ꜠Ϭ► ΰοϜᴦ 
 

【留意事項】 
͍ ᾁ ⁮ꜘẉό ᾁ ⁮ ⁮ꜘτ ϛϥᶆ ꜠χṜ τνΜοψ ⁮Ṱ πΚϥיּ ᴲ χḩἰּיӟᵰχּי
ˢ ᾁּיʺ ᴲḚ ẉόיּ ᵓּיˣχᴃԊϬ ρΰʺԊЫ˔ϼϬ⌡ ΰθΥʺᵠ ῇϜʺ Τνᶎםτ ᾁΥם
☼ήϦοΜϥάρϬᶎ πΦϥϢΞτβϥθϛʺ ᾁּיʺ ᴲḚ ˢיּ ᴲḚ Υיּ ήϦοΜϥ ›τᾢϥʻˣ
ẉό ᵓּיˢ ᾁτ κᵓμθּיΥΜϥ ›τᾢϥʻˣχṜ ψԏΦ Φ  
͎ ᾁ ⁮ ⁮ꜘτ ϛϥ Ṝ ꜠ ͏τνΜοʺᵠ ψʺ ᾁּיΥ χ ›τ ᵺ ꜠Ϭ βϥ            
άρρΰοΜθΥʺᵠ ῇψʺ ᾁּיΥ Τ ΤτΤΤϩϣγʺ ● ψ ᾁⱢᶊּי            
ˢӟᴞˮ Ɫᶊּי˯ρΜΞʻˣΥ ᾁϬם☼ΰθ ›τ ᵺ ꜠Ϭ βϥ ΥΚϥʻ 

  Ϙθʺ Ɫᶊּיχ τνΜοψʺ ⱱΰοΜϥⱢᶊχ Ϭ οṜ∏βϥ ΥΚϥʻ 
  θιΰʺ ●π χ  ʾᴗ χⱢᶊϬ ⱱΰοΜϥּיψʺ  χ ϬṜ∏βϥάρπᴦʻ 
 
【参考】 HPˮ χ ᾁṁ ʺ ᾁ ʺ ᾁ ˯ 

     https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html  
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ẛ  

Ṝ ꜠ ͍χ
ᾁּי Ϭ⌡
ΰʺⱢᶊּיχ
ψβϓο Ṝ
꜠ ͏ϒṜ∏ 

Ṝ ⌡ ẉ
ό   τ
Μ ―Ϭ  

ᾁ ⁮Ⱳτ
χ Μ
πΚ

ϥθϛ⌡  
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ᾁ ⁮ḩἰ ꜠χᵠ ᵵ ˢ 16 ⁮ꜘ 9‹ Ṝ ꜠ ͍ˣ 



ẛ 

⁮Ṱ יּ
ӟᵰχᴃԊ
χԊϬ⌡  
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ᾁ ⁮ḩἰ ꜠χᵠ ᵵ ˢ 16 ⁮ꜘ 9‹ Ṝ ꜠ ͎˲ ˳ ˣ 



ẛ 

ԁ Υ χⱢᶊϬ ⱱΰο
Μϥ ›χṜ∏ Υ
πΚμθθϛʺ τṜ∏
πΦϥϢΞ Ϭ   

ṓῬⱧ●
Υ ρ

σϥ ᾁτ
ᴂβϥθ

ϛʺ ―
Ϭ ᴥ  

ˮ™„ Ὦ
˯Ϭˮ ῟

ṍᾢ˯τ   
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ᾁ ⁮ḩἰ ꜠χᵠ ᵵ ˢ 16 ⁮ꜘ 9‹ Ṝ ꜠ ͏ ˣ 

― χ֫
Ϭ ᴥ 



ẛ 

⁮Ṱ ӟיּ
ᵰχᴃԊχԊ
Ϭ⌡  

ˮⱢᶊʾ ‹˯ψ
ΰθ πΚ

ϥθϛ⌡  
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ᾁ ⁮ḩἰ ꜠χᵠ ᵵ ˢ ͑͌ ⁮ꜘ 14‹˲ ˳ˣ 



 ʝὑ ̏ ᾍ οχ ᴲ τνΜοʺ τϢϥ ᾁ ⁮Ϭ
Ϊ ΪϥάρΥ Ḹף ˗  

τϢϤ ⁮ 

χ Ẁ 
ˢ ΥΚϥ ›ψ◙

ˣ 

ᾁϬӢ  

 ὺ Ḛ ʾיּ יּ  ᾁỘּי 

☼ם Ϭᶎ  

ᾁϬם☼ 

τϢϥ ⁮χ  

︠σ ӪⱧ‮ 
 

ᾴї ӽ ḹֻ ᾴї ◐╛ʣ ̏ ֻ ḹֻ П↓
ї ᾚ  

Ḹף ֺ ρ ʥ Кὦ ʹ
ḹֻ ʹ˔ὑ ḹֻ ͬ ᾏ ᾚ ֿᾏ
ᵎ ᾚ  

Ḹף ֞ ḹֻ ў ˗ҵы ̸
˗ ⅎ ק  

☼ם Ϭ ⁮ 
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ρ Ḹף ₳ 31₴ 26 ̂ ˔ 167ֵ  



ü Ḹף Ẏ ʣ ֝ ˗͈  ˺

28 χ ᾁ ⁮ ρ ᶓΰο15̋ӟ ΰθӟᴞχ τ ΰοʺ 

ˮ ⁮ χθϛτςχϢΞσ︡ Ϭם☼ΰθΤ˯τνΜοПϯзрϽϬם☼ΰθʻ 

Å τϢϥ ᾁ ⁮χ τϢμο ᾁ₰ӟ τ ᵠ ήϦϥάρτϢϤʺ χⱧӛχ
τΚθϥάρΥᴦ ρσϥʻ 

Å ԌΥ ὺ ḩἰּיτ ΰο◙ βϥάρπʺ ᾁẉό ⁮χ Ϭ ᵔήδʺם
☼τὫόνΪϥάρΥπΦϥʻ 

Å ᾁ₰Ϭ ᾁ ⁮ṍᾢϢϤϜ τם☼βϥάρπʺ τ ϦοΜϥιΪχ ᴲ ḩἰ
τיּ ΰοʺ ᾁ ⁮χם☼τὌΫϥάρΥπΦϥʻ 

ˢṍ ήϦϥ῟ᴮˣ 

○ A   28 ʿ 52.5 ̋     29 ʿ 81.6 ̋  ˢ 29.1 ̋ ˣ 

ˢ︡ Ⱨ ˣ 

͍ Ặ χ ⁮ χḩἰּיτ ΰʺ τϢϤˮ◙ ˯Ϭῖ ΰθʻ 
   ̎ 27 Τϣʺάχ︡ Ϭ“ΜʺάϦϘπ 1,800Ὧ ΰοΜϥʻ 
    ˢ╥―ʿ͖ χ ᾁ ⁮  19,062Ὧˣ 
͎ ᾁ₰ם☼ Ϭ ⱱΰθʻˢ 28 ʿ 59̋ˣ 
͏ ᾁὫᴮ ⁮ṍᾢ Ϧτσϥ͏уὮ Τϣʺḩἰּיτ π◙ ΰθʻ 
͐ ᾁ₰χם☼ⱲṍϬ― ΰθʻˢ ᾁὫᴮ ⁮ṍᾢ Ϧρσϥ τם☼ˣ 
͑ ԌπʺӸ χ τ ớ τ ϛθʻ 
Å ᾁ ⁮Υ χ☼ם ᴲ ϒχ ᾁ₰Ϭ τם☼βϥʻ 

Å ᾁ₰Ϭם☼πΦσΜ ᴲ τ ΰʺ ᾁ ⁮χם☼τνΜο Ϭ βϥʻ 
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֝ ˗͈ Ḹף ׄʣ ֝  



֝ ˗͈ Ḹף ׄʣ ֝  

Å ṍḧ ₰╔χ ψʺ ᾁ ⁮τσϥἱΰτΚϥάρΤϣʺ π ᵺ ϒχ◙
χ Ϭ“Ξάρπʺ ᾁ ⁮ χΰ ιΪπσΨ χӸ τϜνσΥϥʻ 

Å χ“יִ╔₰ ϦχσΜὓᵊτϢϤʺḩἰּיτ ΰοʺ ͍ᵕχ◙ ιΪπσΨʺἣϤ ΰ◙
ˢ ˣβϥάρπ ⁮ ΰ τνσΥϥʻ 

Å ︢Ẹᵓρχ ὀτϢϤʺ Ṑḩ πχ ᴂϢϤϜ῟ᴮ σ ᴂϬ ϥάρΥπΦϥʻ 

ˢṍ ήϦϥ῟ᴮˣ 

○ ͗    28 ʿ 63.2 ̋     29 ʿ 80.3 ̋  ˢ 17.1 ̋ ˣ 

ˢ︡ Ⱨ ˣ 
͍ ᾁ ⁮ ẉό ṍḧˢ͑ ӟ ˣ ₰╔ τ βϥ σ₰╔ִי“ρ τϢϥ
ἣϤ ΰ◙ ʻ 

͎ ᾉχ ︢ẸᵓρẸ χΞΠˮ ᾁ ⁮ ЎжЄ˯Ϭ⌠ ΰʺ ᾁ ⁮ χḩἰּיϒ
χ ʻ 

͏ ︢Ẹᵓρ› πʺὺ χ ᴲ  ʻ☼םᵓϬם„ϬῖΠθיּ
͐ ᾁ ⁮ ΰ τ ớ τ︡Ϥ ϭπΜϥ ϒχ Ԍ ᾏʻ 
͑ зІЕϯАФήϦθ Ϭ ρΰʺԁḤΰθ◙ Ϭם☼βϥʻ 

43 

ˢ╥―ʿ ᾁ ⁮ ЎжЄˣ 



֝ ˗͈ ρ ʥρ Ḹף ᾍ ֝  

ü Ḹף ρ ʥρ˗ ḹֻ ֺ ˗͈ ˺ 

̔ ᾁὫᴮ ⁮ χ Ⱨχ∏Ṝ‮ ⁮τνΜο 

͙  

ˢⱧ ˣ 
Å ᾁὫᴮ ⁮ χ χ∑τ ΥΚϥ ›ψʺ ⁮ χΏΠτˮ Ⱨʺψοΰḩτ‮ ẍτ
ᵠ βϥάρʻ˯ χ ᾠΥṜ∏ήϦθԊϬᴃԊΰʺ ⁮ χ τיּ ΰοΜϥʻ 

͘  

ˢⱧ ˣ 
Å ᾁὫᴮ ⁮ Ϭⱱ╥ΰθ ︣ τ ΰο Ϊ︡μθάρϬꜘβˮ ᶎ ˯Ϭῖ βϥʻ 
Å ᵺˮ ᶎ ˯τψʺ ⱧϥΚχ‮ τψ σ Ϭ„αϥϢΞṜ∏ήϦοΜϥʻ 

ˢ῟ᴮˣ 
Å Ṑḩχᵠ ϬẐϛϥӪ◘ ꜘΥὺ ḩἰּיτ ϩϤϞβΜʻ 
Å Ṑḩρΰοψʺ χῖ ϞᴃԊτϢϤʺ ᾁ₰τ ΨάρσΨʺ χ ᴷ

χᵠ Ϭὺ ḩἰּיτ ΰο ᶎτ“ ◙ πΦʺᵠ βϥ ṐτνσΥϥʻ 

͘ χ ᾁ ⁮ ʿ 66.8̋ 
͙ χ ᾁ ⁮ ʿ 65.5̋ 
 β ͎ ρϜτ ⁯ ỡˢ49.2̋ˣϬ ᵕμοΜϥʻ 
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֝ ˗͈ ρ ʥρ Ḹף ᾍ ֝  

ü ᾁ ⁮Ⱳʺ ︣ ϒῖ βϥˮ ᶎ ˯ 

͘  

ü ⁮ χ τ ⱧΥ‮ ϛϣϦθ ›χ
ᴃԊτϢϥ◙  

͙  
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 Ṑḩρ ᾉ Ẹᵓ Υ ὀΰοʺ ᴲ χḩἰּיτ ΰ
χ ᾁ ☼ם χ Ϟ τνΜο τϢϤ Ϭ“Μʺ ᾁχם☼ẉό
ᾁὫᴮ ⁮χ Ϭ ΰʺ ᾁ ⁮ ΰ ϒνσΫϥάρϬ ρβϥʻ 

͍ ⱧỘχ  

 

 
Ẹᵓ Τϣ Ṑḩτ ΰοʺ

︣ʺ ᾁ ⁮ ẉό ᾁↄ ꜘ χἴ Ўж
Єˢ ꜘ ᵓԌ ΦˣϬ ằβϥʻ 

Ṑḩψʺ ằήϦθ ︣Ϭᶨ ΰοʺ
ʺ ᾁ ⁮ ẉό ᾁↄ ꜘ χἴ

ЎжЄϬ ᾁ ˢ☼ם ⁮ˣχ ᴲ χḩ
ἰּיϒ ΰʺ ᾁ χ ẉἴ ẉό ◙ Ϭ
“Ξʻ 

͎ ⱧỘ  

 
 

ʾ ṐḩτΣΜοʺ ᴲ χḩἰּיϒ◙ Ϭ“ΜθΜΥʺ ▄Ϟ Ԍ
Υ πψσΨ ᴂΥ₉ πΚϥράϧϬʺ Ẹᵓ ρ ὀϬβϥάρ
πʺ τϢϤ ẉἴ Ϟ◙ ΥπΦϥʻ 
ʾ τϢϤ◙ Ϭ“Ξάρπʺ ᾁ ⁮Ϭﬞ ΰοΜθḩἰּיτ ΰοψ ᾁ
⁮Υ ήϦϥʻϘθʺ ᾁϬם☼ΰοΜσΜḩἰּיτ ΰοψ ᾁם☼Υ
ήϦϥʻ 

ʾ ᾁ ⁮ ρ δοʺ ᾁↄ ꜘ χ ẉἴ Ϭ ϥάρΥπΦʺϘθʺ
ẉἴ ЎжЄτ ꜘ ᵓԌ ϬἿ∏ΰοΜϥθϛʺᶎםπӗ σ ᾁ

ⱧỘּיχ ΥπΦϥʻ  

ἴ ЎжЄ   
͏ ⱧỘם☼χ῟ᴮẉόЮзАЕ 

Ẹᵓ  Ṑḩ 

כ◦ χ ằ 

ᴲ χḩἰּי 

ᾁ ⁮ χΰ  

◦
כ

Ϭ
ᶨ

ΰ
θ 

ẉ
ἴ

ẉ
ό

◙

 

ᾁ

⁮

χ

 

ᴎᾉʿ 29 Τϣם☼ ╦Ἱᾉʿ 30 Τϣם☼     
 ᴎᾉπψ 31 ˙ ᾕ χḧπʺ15χ  

 τΣΜο ⁮χ2,722 τ ΰοם☼ΰθράϧʺ
͐ᶤχ ⁮ΥΚϤʻ 

☼ם ͐ ệ 

֓ ↑ ρӲ̝ ˗  

46 



 31 4ὮϢϤ ᶊ֫ ΰοΦθˮ ᴲṀ ᾁϯФз˯τνΜοʺ ᵓṳτΣΪϥṳיּ꜡ Ϭ ϘΠʺ ṛ σ ☼ ʺ 
Ặ ʺԐ τ ήϦϥάρΥ Μ τḩβϥ ᾁṐ Ϭ ᴥβϥ χṐ ΰ Ϭ Ϥʺ ͎ ͏Ὦ31 τ 
ằᵫ◐ʻ χ ᾁτḩβϥⱢᶊΥσΜ πϜʺάχϯФзϬᶨ ΰοʺῈꜛ π ᾁρ ⁮ χ⌠ Ϭ“ΞάρΥπΦ
ϥʻ 

ü ᴲṀˢ ẉόṐ χ ᾁΥ χϜχˢᴥӊ꜠ʿ Τϣ͏ ӟ ʺ ӊ꜠ʿ Τϣ͑ ӟ ˣτᾢϥʻˣ 
ü ὕ Ṁἇ  
ü ꜡ˢ Ί꜠χϜχẉό ṓϵКиϻ˔τϢϤΊϬ βϥϜχϬ Ψʻˣ 
ü ṛ ☼ ꜛ ᴲ← ˢ Ṑ ψ ὋṀΥ ήϦοΣϣγʺΤνꜛ ♯ᾓṐ Ϭ βϥϜχτᾢϥʻˣ 

ᾛ ᾍ Ḹף ͝  ρ ͑ Ồ 
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 ρ  

 ᾍ ρ 

 ʺ ѫ  

   

ṍ ᵊ  

ᾁם☼ᵊ  

ᾁϯФз 
ЕАФᵊ  

ΰθ Υ ᾁὫᴮ ⁮ ˢ
τ ϛϣϦθ ꜠ˣτ ֳήϦʺPDF
ТϮϱиΥ ήϦϥʻ 

 
ήϦθPDFϬԊ╓ΰʺΩṄϤχ

ϒ βϥʻ 

ψαϛτʺ ṍ ρΰοʺ 
ʾὺ ʾ ʾ ᾁּיτḩβϥ  
Ϭ βϥʻ 

 

ϯФз χ ᾁם☼ᵊ χӛ τ μ
οʺᶆ χ σςϬ ꜘ
ΰθϱжІЕϬא ΰσΥϣʺ ᾁṁ τ
›ΰοΜϥΤςΞΤϬ ΰʺ β

ϥʻ 

 



３ 消防用設備等における新技術の活用のあり方 



 

近年、IoT AI して となってきている 

 
  

 
 ・ サーバーによる判断の結果を入力することにより、ＡＩが学習し、判断精度を高めていくことが可能 
 ・ 火災とは別の目的で設置された機器（監視カメラ等）を活用することが可能 

監視カメラ画像（視覚情報） 

温度センサー（温度情報）  

煙センサー（煙濃度情報）  

匂いセンサー（匂い情報）  

＜各種センサー＞ ＜クラウドサーバー＞ 
＜自衛消防組織＞ 

送られてきた情報を分析し、
火災か否かを判断 

火災である旨を自衛消防 
組織等に伝達し、応急対策
を実施。サーバーの判断が 
正しかったかどうかを入力する
ことで、サーバーが学習し、 

精度向上 

建物の各部分に
様々なセンサーを 

設置。 
一部は、多用途に
も活用。 

 ＜自動火災報知設備＞ 

   

受信機 音響装置 

当該感知器で火災を感知 
信号 

信号 

感知器 

防災センター等 

監視カメラ 
映像 

感知した感知器の 
位置情報を移報 

監視カメラ映像 

感知した感知器付近の 
監視カメラ映像を表示 迅速な現場状況の確認、迅速

な通報、初期消火、避難誘導

の開始 

監視カメラ制御装置 

火災発生現場 

 
  

 
 ・ 火災発生時に現場状況を瞬時に確認することができ、迅速な通報、初期消火、避難につなげることが可能 

AIהIoT ─ ╩ ⇔√  
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AIהIoT ─ ─ ⌐ ╢  

 

 

 

˿ ὑ ר ὑ Ẏ ὑĦ 

29 4 ể  
ṕH16.6.1 Ṗ 

 
⇒ 仕様規定により設置される消
防用設備等と同等以上の性能
を有していることの評価基準を
消防法施行令第29条の４に
基づく性能規定として整備す
る。性能規定が整備された場
合は、当該規定に基づき設置・
維持が可能である。 

17 ễ   
ṕH16.6.1 Ṗ 
 

⇒ 新たに開発された特殊消防用
設備等が仕様規定による技術基
準に適合しない場合であっても、
消防法第17条第３項の規定に
基づく大臣認定制度により個別の
建物ごとに評価を受け、仕様規定
により設置される消防用設備等と
同等以上の性能を有している旨の
認定を受けた場合は、特殊消防
用設備等として設置・維持が可能
である。 

17 ể  
 
⇒ 消防用設備等は、消防法第

17条第１項に基づき設置・維
持が義務づけられ、消防法施行
令第２章第３節において、適合
すべき技術基準が仕様的に規定
されている。 

●消火設備（消火器、屋内消火栓

設備、スプリンクラー設備 等） 

●警報設備（自動火災報知設備、ガ

ス漏れ火災警報設備 等） 

●避難設備（避難器具、誘導灯

等）ほか 

ǲ 
ȈȐȓȒר  

ẇ  
 

 
ẇ 

 
 

 
ẇ  

 

消防法令で定める技術基準の し、消防用設備等における新技術の活用を促進していく
ことが、求められている。 

■建物の利用形態等を踏まえたニーズ等に対応して、今後も、様々な消防用設備等に係る高度な 
機械器具やシステムが研究開発されていく可能性がある。 
■一方で、このような新技術を活用して高度化された消防用設備等の多くは、現行の技術基準では 
想定されておらず、多くの場合、当該技術基準に適合しないことが考えられる。 

※特殊消防用設備等設置維持 
 計画に基づき、設備点検を実施 

※設備点検については、仕様規定 
 と同様（6か月毎の機器点検、 
 1年毎の総合点検） 

※検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等については、各規格省令において、新たな技術開発に係るものが同等以上と認める場合は、当該規格省令の規定 
 を適用しない旨の規定がおかれている。（設備点検については、仕様規定と同様（6か月毎の機器点検、1年毎の総合点検）） 
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─  

 
 消防用設備現行の基準（仕様規定）において求められる性能を定量的に評価し、定式化 
 ⇒新たに開発された消防用設備等が同等以上の性能を有しているか否かについての客観的な評価基準
を整備 

¸  
 
¸

 
  

 

 

 

 

 

˿ ὑ ר ὑ 

ṕ Ṗ  

●天井高さ：４ｍ未満 

●主要構造部を耐火構造とした防火対象物

又はその部分 

 

にあっては、差動式スポット型熱感知器 

（２種）は、床面積70㎡ごとに１個以上 

設けなくてはならない。 

「〇〇の火災モデルによる火災が発生した場合に想定される 
熱、煙または炎により自動的に火災の発生を感知し、 
〇秒以内に火災信号等を発すること」 
 
⇒ 例えば、 
  高度なサーモカメラ等を導入したセンサ機器等を活用した 
システムが新たに開発された場合、 

 
ἲ当該システムが  
 
（従来の差動式スポット型熱感知器を設ける必要はなく、 
床面積70㎡ごとに１個以上を設ける必要もない。） 

 
 消防用設備等に求められる各種性能を定量的に検証するため、以下を実施し、 
その結果を踏まえ、技術基準の性能規定化に係る検討を進めていく。 

 

○ 各種用途の防火対象物における火災モデルの検討  
○ 火災モデルを使用した消火実験や感知性能試験等  
○ 現行の基準において求められる機器・設備等の性能の定量化・定式化 51 



Ϯ ρ ◘ 

‰ σ ←Ṫ χ ʺ ẉϬ ΰʺ ᴲ χ ᴲӗ χΰ τⱢβϥάρ 

ʺ ζχ άϦϣτ βϥϜχ 
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４ 最近の火災事案について 
 ～ 那覇市首里城火災について ～ 



１ 覚知日時等 
  令和元年10月31日 ２時41分（同日13時30分鎮火）  
  
２ 出火箇所 
  首里城正殿１階 
  （正殿１階北東の部屋（赤枠部分）から出火した可能性が高い。） 
  
３ 被害状況 
  人的被害 傷者 １名（軽傷・消防職員） 
  建物被害 全焼：正殿、南殿・番所、書院・鎖之間、 
          北殿、黄金御殿・寄満、奥書院、 
          二階御殿 
       調査中：奉神門、女官居室  
 
４ 火元建物（正殿）の概要 
  構造：木造 階数：地上３階建 延面積：1,199.24㎡ 
  【消防用設備等の設置状況】 
   消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備  
   自動火災報知設備、放送設備、消防用水   
  【その他の防火設備】 
   放水銃 、ドレンチャー設備 

      ※ 正殿の消火や延焼防止のために正殿周辺に設置。 

 
５ 出火原因 
  調査中 
 
６ 防火管理等の状況 
  防火管理者選任有、消防計画届出済 
  ※平成30年12月18日に消火、通報及び避難訓練を実施 
  
７ 最新の立入検査 
  平成30年５月22日 防火管理者一部未選任を指摘 
  （平成30年９月14日 選任） 
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北殿（全焼） 

正殿（建物西側から撮影）（全焼） 

南殿・番所（全焼） 

正殿（建物北から撮影）（全焼） 

⌐⅔↑╢ ─  



二階御殿（全焼） 

書院・鎖之間（全焼） 奉神門（調査中） 

黄金御殿（全焼） 

⌐⅔↑╢ ─  
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 これらの火災を受け、国宝・重要文化財等において同様の惨事が生じないよう、国、地方公共団体、所有者等が連携
して文化財等の防火対策を一層推進していくため、次のとおり、防火対策の５カ年計画の策定、防火対策ガイドラインの
改定、予算措置による防火設備の整備支援策が文化庁から示されたことを踏まえ、消防機関に通知したもの。 

 文化財等について、令和２年度から令和６年度までの５か年（※）において総合的かつ計画的な防火対策を重点的に 
進めるため、文化庁において「世界遺産・国宝等における防火対策５か年計画（文部科学大臣決定）」が決定された。   
 （※ 令和元年度に一部前倒しして整備を実施する場合はその期間を含む。） 

 ệ  

 文化財等の総合的な防火対策の検討・実施に資するよう、文化庁により本年９月に策定された防火対策ガイドラインについて、
消防庁、国土交通省との連携の下、次のとおり改訂された。 
 
ể ガイドラインに記載された内容について措置することは、国宝・重要文化財の所有者等が負う文化財保護法上の管理 
 義務を果たすための重要な措置となる旨が明記された。 
 

Ễ 国宝・重要文化財建造物のみならず、史跡等に所在する建造物（復元建造物を含む）や建造物群、地方公共団体の 
 条例に基づいて指定した文化財にもガイドラインに準じた防火対策を講じることが望まれる旨が明記された。 
 

ễ 電気設備について点検表を策定し、電気火災防止に関する点検を実施することや、カーテン、絨毯、その他の物品 
 （障子紙、襖紙等）について文化財的価値に支障がない範囲で、防炎性能を有するものへ変更することなどにより、 
 出火防止対策を徹底することとされた。 

Ṩể ṕ Ṗ  

¸  ṕ 31 Ệ 15  Ṗ 
¸ ṕ 10 31  Ṗ 
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Ệ 大規模な木造建造物や避難に時間を要する部分を有する建造物等について、スプリンクラー設備等の自動消火設備 
 を設置することや、自動消火設備を設置することが困難である場合には、屋内消火栓設備等を用いた迅速な消火活動 
 の実施可能性を定期的に訓練等を行うことで確認すること、さらにこれらが困難な場合には設備の強化や人的体制を 
 見直すこと等により、初期消火対策を強化することとされた。 
 

 ※自動消火設備を設置することにより、文化財的価値が損なわれる場合や意匠上・構造上好ましくない場合の対応策（例） 
  ⇒予作動式SPの設置、出火危険性が高い場所への局所的な設置、配管塗装・梁裏への施工などが考えられる。 
 ※初期消火対策を強化するための設備の見直しの対応策（例） 
  ⇒下記５による早期覚知を図るほか、易操作式の屋内消火栓設備への更新、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備のホースの 
   口径を細いものに変更するなどが考えられる。 
 

ệ 火災の延焼拡大が早い木造建造物等に設置する自動火災報知設備について、煙感知器、Ｒ型受信機及びアナログ 
 式感知器等への更新を検討することにより、火災の早期覚知に努めることとされた。 
 

 ※煙感知器については、火災を早期に覚知することができるが、非火災が発生しないように適した感知器を設置することに留意。 
   また、建物外周部等への放火に備え、炎感知器や放火監視センサー等の設置も有効。 
 

Ỉ 夜間等の対応者が少ない状況下においても確実に初期消火が実施できるように訓練を実施することとされた。 
 

ỉ 所有者等以外の者が通常の利用方法と異なる方法で利用を行う場合において、出火防止対策や初期消火対策を 
 確認し、所有者と利用者等の間で情報共有することとされた。 
 

Ị 不特定多数が利用する建造物について、避難路の確認や非常用の放送設備の設置を検討すること等により、避難 
 誘導対策を強化することとされた。 

ה ⌐⅔↑╢ ⅛ ⌐≈™≡ 12 23 263 ה 273  

Ṩ2 ṕ Ṗ  

 ṕ Ṗ  

 文化財等の防火対策を強力に推進するため、文化庁において令和元年度補正予算案より新たに補助金（国宝重要文化財
等防災施設整備費補助金）が創設され、所要の額が令和元年度補正予算案及び令和２年度予算案に計上された。 
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